
大村市公告第１１９号

　次のとおり条件付き一般競争入札に付する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大村市モーターボート競走事業管理者　馬場　宏幸大村市長　園田　裕史

この工事の入札書の提出方法は電子入札とし、審査方法は事後審査とする。

工事名

工事場所

工期

発注課

ア　自主的に結成された共同企業体であること。

②入札参加資格 イ 構成員数は、３者とし、代表構成員１者と他の構成員２者との組合せとする
こと。

ウ　共同企業体の施工方法は、共同施工方式であること。

エ　各構成員の出資比率の最小限度は、２０％であること。

ア　令和７年度大村市入札参加資格者名簿において、建築一式工事に登録されて
いる者であること。

イ　大村市内に本社を有する者であること。

ウ　本競争入札において、当該入札の他の共同企業体の構成員でない者であるこ
と。

ア 出資比率が構成員中最大であること。

イ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定による建築工事業に係
る特定建設業の許可を受けている者であること。

ウ 令和７年度大村市格付け認定の建築一式工事において、総合数値が８００点
以上であること（新規認定業者を除く。）。

エ　経営事項審査結果通知書の建築一式工事の年間平均完成工事高が５億１，０
００万円以上であること。

オ　次の全ての基準を満たす監理技術者を、本競争入札に付する工事現場に専任
で配置できること。

⑴ 建設業法及び建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）による建築
工事業に係る監理技術者の資格要件を満たす者

⑵ 監理技術者資格者証（建築）を有し、建設業法第２６条第５項に規定する講
習を受講した日の属する年の翌年から起算して５年を経過していない者

⑶ 平成２２年度以降に監理技術者又は主任技術者として建築一式工事に従事し
た経験のある者

令和７年７月２日

旭が丘小学校校舎長寿命化改良建築工事

木場１丁目１２９－１

令和７年１０月２日から令和９年７月２０日まで

教育総務課

①競争入札に付
する事項

工事概要 《工事内容》
旭が丘小学校校舎において、文部科学省の国庫補助対象事業（長寿命化改良事
業）に該当する改修工事を行う。また、児童数の増加による慢性的な教室不足等
に対応するため、校舎・トイレ棟の増築工事を行う。

《工事種別》
建築工事　一式

《対象施設：長寿命化改良》
校舎棟（００１・００４・０１０棟）　ＲＣ造　地上３階　３，２８１．２５㎡
《対象施設：増築》
校舎棟＋便所棟　ＲＣ造　地上３階地下１階　２，６１５．９３㎡
《対象施設：解体》
校舎棟（００１棟※部分解体・０１２棟）　ＲＣ造　地上３階　３１４．１９㎡
消火ポンプ室（００２棟）　ＣＢ造　地上１階　１１．８９㎡
焼成室（００５棟）　ＣＢ造　地上１階　１１．７㎡
《外構改修》
スロープ・階段工、擁壁工、舗装工、排水工、囲障工、雑工作物

共同企業体と
しての条件

全ての構成員
が満たすべき
条件

代表構成員が
満たすべき条
件



カ 申請書提出期限までに大村市電子入札システムに利用者登録が完了し、③の
入札参加申請が可能であること。
※利用者登録については、別紙「大村市電子入札システムの利用者登録につ
いて」を参照のこと。

ア 建設業法第３条の規定による建築工事業に係る一般建設業又は特定建設業の
許可を受けている者であること。

イ 他の構成員（１）と他の構成員（２）の重複は認めない。

ア　令和７年度大村市格付け認定の建築一式工事において、総合数値が７２０点
以上であること（新規認定業者を除く。）。

イ　経営事項審査結果通知書の建築一式工事の年間平均完成工事高が２億１，０
００万円以上であること。

ウ　次の全ての基準を満たす主任技術者を、本競争入札に付する工事現場に専任
で配置できること。

⑴ 建設業法及び建設業法施行規則による建築工事業に係る主任技術者の資格要
件を満たす者

⑵ 平成２２年度以降に監理技術者又は主任技術者として建築一式工事に従事し
た経験のある者

ア　令和７年度大村市格付け認定の建築一式工事において、総合数値が６２０点
以上であること（新規認定業者を除く。）。

イ　経営事項審査結果通知書の建築一式工事の年間平均完成工事高が１億１，０
００万円以上であること。

ウ　次の全ての基準を満たす主任技術者を、本競争入札に付する工事現場に専任
で配置できること。

⑴ 建設業法及び建設業法施行規則による建築工事業に係る主任技術者の資格要
件を満たす者

⑵ 平成２２年度以降に監理技術者又は主任技術者として建築一式工事に従事し
た経験のある者

経営事項審査
の審査基準日

共同企業体協
定書の提出

入札参加資格
確 認 通 知 書
(申請書受理
票)

質問受付

回答書

経営事項審査の審査基準日は、令和５年７月１日から令和６年６月３０日までと
する。

入札参加資格確認申請を希望する共同企業体は、申請前に特定建設工事共同企業
体協定書を契約課へ提出すること。

協定書の提出後、電子入札システムにより入札参加資格確認申請をすること。
入札参加資格確認申請の際、必ずJV欄にチェックをし、共同企業体名を入力する
こと。

※「操作マニュアル」電子入札システムポータルサイトに掲載

令和７年７月３日（木）９時から令和７年７月２２日（火）１７時まで

※電子入札システムの利用時間は、休日（大村市の休日を定める条例（平成３年
大村市条例第２６号）第１条第１項に規定する休日をいう。以下同じ。）を除
く、８時３０分から２２時まで

申請書の提出期間中に電子入札システムで申請書を受理したときは、令和７年７
月２３日（水）の９時から正午までに入札参加資格確認通知書（申請書受理票）
を通知する。

令和７年７月２日（水）から令和７年８月１日（金）まで

※設計図面等は、電子入札システムポータルサイトでダウンロードすること。

設計図面等に関する質問書は、入札書提出期限の前々日(休日を除く。)の１７時
までに持参し、又はFAXで提出すること。

質問があった場合の回答書は、申請書の提出期間の初日から入札書提出期限の前
日までの間、大村市役所ホームページで公表し、又はFAXで回答する。

全ての他の構
成員が満たす
べき条件

他の構成員
（１）が満た
すべき条件

他の構成員
（２）が満た
すべき条件

③入札参加申請

申請書の提出

提出期間

④設計図面等
閲覧期間



入札方法

入札期間

開札立会人へ
の通知

入札参加資格
確認資料提出
期限

ク キに記載した審査基準日よりも後の日を審査基準日とする経営事項審査結果
通知書がある場合はその写し

※イ～エ、カ、キ及びクについては全て構成員ごとに必要

支払条件

契約条件

③の入札参加資格確認通知書(申請書受理票)で「資格あり」の通知を受けた者
は、電子入札システムで入札金額及びくじ番号(任意の３桁の数字)を入力し、工
事費内訳書を添付した入札書を提出すること。

令和７年７月２３日（水）正午から令和７年７月３１日（木）１７時まで

令和７年８月１日（金）　１３時３０分

大村市玖島一丁目２５番地　　大村市役所　第６会議室

開札立会人は、あらかじめ本市が設定した方法で入札参加者の中から１人を選定
し通知する。

開札立会人の委任状(入札参加者からの委任)

※開札立会人は、同一入札において、他の入札参加者の代理人となることは
できない。

電子入札の結果、落札予定者となった者は、令和７年８月５日（火）の１６時ま
でに入札参加資格確認資料を提出すること。

ア 申請書（③入札参加申請で添付した申請書に押印したもの）

イ 監理（主任）技術者の資格・工事経験を確認できる書類

ウ 雇用を確認できる書類

エ 配置予定の監理（主任）技術者に係る技術者の資格証明書の写し

オ 事後審査型一般競争入札（電子入札）に係るチェックリスト

カ 建設業に係る許可通知書の写し又は許可証明書の写し（申請時において
　 有効なもの）

キ 令和５年７月１日から令和６年６月３０日までを審査基準日とする
　 経営事項審査結果通知書の写し

⑧入札結果通知 令和７年８月６日（水）１７時までに入札結果を通知する。

公共工事標準請負契約約款に準ずる。

落札者決定後に仮契約し、議会の議決を経て本契約締結に必要な手続を行う。

大村市役所ホームページ　https://www.city.omura.nagasaki.jp
入札・契約情報→大村市電子入札システムポータルサイト

⑤入札の方法

⑥開札と立会人
開札日時及び
場所

持参するもの

⑨その他

その他入札・
契約に関する
事項

大村市条件付き一般競争入札（電子入札）共通事項説明書のとおり。

本工事は、工期の都合により週休２日制度を適用しない。

⑪電子入札システムのアクセ
ス先及び電子入札システムの
利用時間

休日を除く、８時３０分から２２時まで

⑦参加資格の審
査

入札参加資格
確認資料(落
札 予 定 者 と
なった者の提
出書類)

⑩本入札に関する問合せ、入
札参加申請書、設計図書等に
関する質問書及び落札予定者
となった者の提出書類の提出
先

大村市玖島一丁目２５番地　大村市役所　契約課
電　話　０９５７－５３－４１１１　内線２３０・２３８
ＦＡＸ　０９５７－５３－５２９７
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大村市条件付き一般競争入札(電子入札)共通事項説明書

１ 入札参加資格

（１）大村市条件付き一般競争入札（以下「競争入札」という。）に参加できる者は、次に掲げ

る条件を全て満たし、かつ、公告に記載する入札参加資格確認通知書（申請書受理票）を受

けた者とする。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に該当する者でな

いこと。

イ 当該入札における入札参加申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日（以下｢申

請書提出期限日｣という。）から開札後の審査の結果、落札予定者を落札者と決定するまで

の間において、大村市長から指名停止又は排除措置を受けている者でないこと。

ウ 申請書提出期限日前６か月以内及び申請書提出期限日から落札者を決定するまでの間に

おいて、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行その他の主要取

引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。

エ 申請書を提出する時点において、当該入札に参加しようとする他の者との間に、次のい

ずれかに該当する関係がない者であること。ただし、次のいずれかに該当する関係のある

者全てが同一の特定建設工事共同企業体の構成員である場合を除く。

（ア）親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号の親会社をいう。以下同じ。）

と子会社（会社法第２条第３号の子会社をいう。以下同じ。）の関係

（イ）親会社を同じくする子会社同士の関係

（ウ）当該入札に参加しようとする者の役員（法人の無限責任社員、取締役、執行役、管財

人等）が、当該入札に参加しようとする他の者の役員を現に兼ねている関係

（エ）（ア）～（ウ）が複合した関係

オ 特定建設工事共同企業体を対象とした工事である場合は、ア～エで定める要件を満たす

者を構成員としていること。

（２）経営事項審査の総合評定値を入札参加資格として定めている場合において、会社法（平成

１７年法律第８６号）の規定による合併、事業譲渡及び会社分割に伴い公告で定めている期

間内に経営事項審査を受けていない者にあっては、当該期間後の日を審査基準日とする総合

評定値を当該期間内の日における総合評定値とみなす。

２ 入札参加申請

（１）競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、公告に記載する所

定の期限までに、申請書を提出しなければならない。

期限までに申請書の提出の手続をしない者及び申請書が受理されなかった者は、競争入

札に参加することができない。

（２）入札参加者が特定建設工事共同企業体で参加する場合は、申請書のほか、特定建設工事

共同企業体協定書を提出しなければならない。
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（３）申請書の提出があったときは、「事後審査のため、暫定的に入札参加資格有」として、

申請書を提出した者に対し、入札参加確認通知書(申請書受理票)を交付する。

（４）申請書は、大村市電子入札システムを利用して提出しなければならない。

３ 設計図面及び参考資料

（１）設計図面及び参考資料(以下「設計図面等」という。)に関する質問がある場合は、所定の
書面により持参し、又は FAXで提出しなければならない。

（２）現場説明会は、行わない。

４ 工事費内訳書の提出

（１）入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を入札書に添付して提

出しなければならない。

（２）工事費内訳書は、数量、単価、金額等を明示したものでなければならない。

（３）工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、当該工事の入札及び契約上の

権利義務を生じさせるものではない。

（４）提出された工事費内訳書は、返却しない。

５ 入札の方法

（１）入札参加者は、大村市財務規則（昭和３９年大村市規則第８号）第１１０条の規定にかか

わらず、入札金額及びくじ番号を登録した入札書並びに工事費内訳書(以下「入札書等」とい

う。) を、大村市電子入札システムにより、あらかじめ公告で指定した日時までに提出しな

ければならない。

（２）提出した入札書等は、書き換え、引き換え、又は撤回することができない。

（３）入札の辞退は、入札書等の提出後においても、開札までの間は認めるものとする。

（４）入札参加者の名称や数は、事前に公表しない。

（５）落札予定者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者である

か、免除事業者であるかにかかわらず、見積った契約希望金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載しなければならない。

（６）入札執行回数は１回とし、入札不調の場合においても随意契約による契約は行わない。

（７）最低制限価格を設ける。なお、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、当該入札に

関し失格者とする。

６ 入札保証金

免除とする。

７ 入札書等の受理

入札書等を受理したときは、入札参加者に大村市電子入札システムによる入札書受理書を発

行する。
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８ 無効の入札

（１）次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア 指定された方法以外の方法で入札書を提出したもの

イ 工事費内訳書が同封されていない入札

ウ その他市長があらかじめ指示した事項に違反した入札

（２）入札参加資格のある旨通知された者であっても、次のいずれかに該当する者のした入札は、

無効とする。

ア 落札者の決定時点において当該入札公告の入札参加資格のない者

イ 落札者の決定から本契約締結までの間において市長から指名停止又は排除措置を受けた

者

ウ 工事費内訳書を提出しない者又は著しく不備のある工事費内訳書を提出した者

９ くじによる落札予定者の決定

落札予定者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、当該入札をした者があら

かじめ登録したくじ番号に基づき大村市電子入札システムにおいて、くじ引きを行い、落札予

定者を決定するものとする。

１０ 資格審査

（１）落札予定者を決定した場合は、速やかにその者の入札参加資格の有無を審査し、必要に応

じて審査に必要な書類（以下「入札参加資格確認資料」という。）の提出を求めるものとす

る。

（２）前号の規定による審査により落札予定者が入札参加資格を有していないと認めた場合は、

当該落札予定者の入札を無効とし、当該落札予定者の次順位である者を新たな落札予定者

として決定する。

（３）前２号の規定は、前号の規定により新たな落札予定者を決定した場合について準用する。

（４）入札参加資格確認資料の作成に要する費用は、申請者の負担とする。

（５）入札参加資格確認資料は、返却しない。

１１ 落札者の決定

前項の規定による資格審査の結果、入札参加資格があると認めたときは、その者を落札者と

して決定し、大村市電子入札システムにより当該落札者に落札決定通知書を発行するものとす

る。

１２ 入札結果の公表

入札の結果は、遅滞なく公表するものとする。

１３ 異議の申立て

入札に参加した者は、入札後、大村市財務規則、大村市建設工事執行規則（昭和５９年大

村市規則第１３号）、設計図面等についての不明を理由として異議を申し立てることはできな

い。
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１４ 契約条項等

大村市財務規則及び大村市建設工事執行規則による。

１５ その他

（１）落札者は、下請負契約を締結した場合は、速やかに、下請負人の報告書を発注課へ提出し

なければならない。

（２）配置予定の主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐（以下「主任技術者等」という。）

は、直接的な雇用関係にある者であること。また、主任技術者等に専任を求めた案件につい

ては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参加申請の申請日を含め過去に連続

して３か月以上）にある者であること。

（３）営業所専任技術者は、主任技術者等になることができない。ただし、次の全ての条件を満

たす場合に限り、主任技術者（専任を要しないものに限る。）になることができる。

ア 営業所専任技術者と主任技術者を兼務することが実際に可能であり、それぞれに期待さ

れる役割が十分に果たせること。

イ 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。

ウ 工事現場と営業所がともに大村市内にあり、当該営業所との間で常時連絡をとることが

できる体制にあること。

（４）主任技術者等に専任を求めた案件又は総合評価落札方式による案件については、入札参加

資格確認資料で提出した配置予定の主任技術者等は、死亡､傷病又は退職等極めて特別の事情

による場合を除き、落札決定後の変更を認めない。ただし、主任技術者等に専任を求めた余

裕期間設定工事において、配置予定の主任技術者等が現在従事している他工事の工期延期等

により工事始期に配置できないことが明らかとなった場合はこの限りでない。

（５）監理技術者に専任を求めた案件について、当該監理技術者に加えて監理技術者補佐を工事

現場に専任で配置するときは、当該監理技術者は専任を要せず、他工事（監理技術者補佐を

工事現場に専任で配置しているものに限る。）の監理技術者を兼務することができる。ただし、

兼務できる件数は２件までとする。

（６）落札者の決定後、本契約締結までの間において落札者の入札が無効であることが判明した

場合は、新たな入札を行うものとする。

（７）大村市発注工事における下請業者及び資材等の調達先の選定については、市内業者を優先

するよう努めること。

（８）入札公告及び本書に定めのない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、

地方自治法施行令、大村市財務規則及び大村市建設工事執行規則の定めるところによる。

（９）土木一式・建築一式・電気・管・舗装・造園・水道施設の７工種（参加条件を市内業者限

定にするもののみ）については、総合数値（総合評定値＋主観点）が一定の点数以上であり、

かつ、主観点が１０点以上（土木一式で参加条件をＡランクとするものは３０点以上）であ

ることを参加条件とする。ただし、特定建設工事共同企業体を対象とした工事、設計額が１

３０万円を超える災害復旧を目的とする工事及び設計額が１，０００万円未満の土木一式工

事を除く。



大村市電子入札システムの利用者登録について 

 

大村市契約課 

 

大村市では、原則として建設工事の条件付き一般競争入札の入札方法は、電子入札

で行います。電子入札に参加するためには、まず利用者登録が必要です。 

 

下記の条件を全て満たしていれば、大村市の電子入札システムで利用者登録ができ

ます。 

 

① 大村市入札参加資格申請(指名願い)を提出し、建設工事の登録がされていること。 

 

 

② 電子入札コアシステムの認証 ICカードを取得していること。 

大村市の入札参加資格者名簿に記載の代表者（契約権限を年間受任者に委任して

いるときは、その年間受任者）名義のＩＣカード （長崎県や国土交通省などの国の機関

の電子入札システムと同じＩＣカードも利用可）が必要になります。 

上記の ICカードをお持ちでない方は、電子入札コアシステム対応の認証局よりご購入

ください。 

※利用者登録の方法については、大村市ホームページ→入札・契約情報→電子入札→

電子入札ポータルサイト→操作マニュアル（導入編）の 7ページから 19ページを参考にし

てください。 

 

利用者登録の際に業者番号が必要です。 

業者番号は、入札参加資格申請時に発行した 受付票 に記載している 

 管№ が業者番号となります。 

 

                受   付   票 

管№  

建設工事  

コンサルタント  

物品等  

 

業者名             殿 

受付印 


